
HPV ワクチンの区による情報提供について

１．経緯

HPVワクチン(ヒトパピローマウイルスワクチン:子宮頸がん予防ワクチン)は、
平成 25 年 4 月 1 日に定期予防接種として開始されたが、ワクチンとの因果関係
を否定出来ない持続的な疼痛がワクチン接種後に特異的に見られたことから、

平成 25 年 6 月 14 日より積極的な接種勧奨を控えることとなった。
品川区では、この決定を受け、対象者への予診票の発送を中止し、接種希望

者には電話の問い合わせにより予診票を送付する対応へと変更した。

 一方、個別通知がなかったことから「HPVの定期接種について知らないまま、
接種期限が過ぎてしまった」等の声が届いていた。

そこで、接種対象者と保護者に対し、ワクチンの有効性とリスクについて  

確実に情報提供し、接種を判断できるよう、厚生労働省作成のリーフレットを

個別送付し、情報提供することとした。

２．対象と方法

HPVワクチンは、小学 6年生から高校 1年生までの女児を対象のワクチンで、
16 歳になる年度の末日（高校 1 年生に相当）まで無料で定期接種することが出
来る。

接種完了まで 7 カ月かかることから、高校 1 年生の年度末までに接種完了  
するには、同学年の 9 月までに接種を開始する必要がある。
そのため、今年度については、高校 1 年生の女児に対して、厚生労働省作成

の「HPV ワクチンの接種を検討している お子様と保護者の方へ」（別添資料 
参照）を個別に配布する。

３．配布時期

 令和 2 年 8 月下旬
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